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令和７年度県・市町村トップミーティング

“クマ”の出没を防ぐ対策について

令和８年１月８日

釜石市



環境整備

防除・追い払い

捕獲
駆除

クマ出没防止対策に関する現状と課題Ⅰ

対策１：生息環境管理

対策２：侵入防止対策

対策３：個体群管理

＜鳥獣被害を減少させる３つの対策＞

－１－



クマ出没防止対策に関する現状と課題Ⅱ

【生息環境管理】

・放任果樹（柿など）
・市街地内のやぶ
⇒土地や立木所有者への協力
を呼びかけ

・河川の草木
⇒県管理の河川敷における、
緩衝帯整備（国・県の協力
が必要）

【個体群管理（捕獲・駆除）】

・地元猟友会、岩手県警察、岩
手県等の相互連携による住民
の安全確保

・全県的な個体数調査による、
適正頭数の把握
⇒沿岸部でもクマ捕獲事業の
実施を要望
（春期管理捕獲等）
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課題に対する釜石市の取組み

〇環境整備について住民周知
・広報誌
・公式ホームページ
・固定資産税納税通知書へお知らせを同封
（放任果樹等の適正管理について）

【生息環境管理】

〇侵入防止対策
・圃場にて「複合柵」を整備

【個体群管理（捕獲・駆除）】

〇関係機関との連携による現場対応

☆土日・休日・昼夜問わず、市担当者が現場
にて対応。（現場で猟友会等と合流）

☆わなの設置：狩猟免許を持つ職員が実施。
・わなの見回り：主に職員が実施
・クマを捕獲した場合：猟友会に射手を依頼

☆緊急銃猟の実施

【侵入防止対策】

－３－
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大槌町 ジビエ事業を通じた担い手育成と鳥獣被害対策の持続的な基盤構築

鳥獣被害対策を起点に、捕獲したシカを地域資源として活用
し、処理・加工・流通・消費・体験・人材育成へとつなげるこ
とで、事業と人が循環する持続的なジビエ事業の基盤（ジビエ
サイクル）を構築する。

こうした循環を通じて、地域に多様な関わり方や生き方を生
み出し、地域の持続性と暮らしの質の向上につなげることを目
指す。
あわせて、ジビエの魅力をきっかけとした担い手の確保・育

成を進めることで、ツキノワグマを含む鳥獣被害対策の持続的
な実施基盤の強化につなげる。

鳥獣被害対策の持続性を確保するためには、捕獲を担う人材
の確保と育成を、個別の自治体単位ではなく、広域的な課題と
して捉えることが重要です。
大槌町では、ジビエ事業を通じて得られた人材育成の考え方

や知見を、鳥獣被害対策の基盤づくりとして整理しており、
こうした取組の考え方を県内市町村で共有し、県と市町村が連
携して検討していくことが有効であると考えております。

【取組の概要】

【取組を通じて目指すこと】

【広域展開の方向性】

①

②

②

④
⑤

④⑥

③
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R7R6R5R4R3R2年 度

9,2702,7575,7422,1382,5683,289各年度同期比
（11月末）

―2,8835,8772,1792,6023,316年度計

R7※R6R5R4R3R2年 度

371046231427件 数 （件）

381049241429人 数 （人）

５１２－－－うち死亡（人）

－９45211426各年度同期比
（12月４日時点）(件)

－９48221428各年度同期比
（12月４日時点）(人)

７年度６年度５年度４年度３年度２年度

-5766476396狩猟
-2212161319春季捕獲

1,136370820356385440有害捕獲
-1----指定管理

1,136450898419461555計
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※ いずれも出没数は11月末時点、人身被害件数は12月末時点













○ 多様な広報媒体（ホームページ、SNS、新聞広告）を活用した県民への注意喚起
○ 時機を捉えて適切な注意喚起を継続して実施
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農林水産部における
野生鳥獣被害防止対策

令和８年１月８日
農林水産部
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鳥獣被害対策の３本柱

【出典】 鳥獣被害の現状と対策（R7.11農林水産省）

【第２の柱】侵入防止対策（まもる）

【第１の柱】個体群管理（つかまえる）

【第３の柱】生息環境管理（よせつけない）

〇 鳥獣被害対策は、個体群管理（つかまえる）、侵入防止対策（まもる）、生息環境管理
（よせつけない）の３本柱が基本
〇 この活動を地域ぐるみでいかに徹底してできるかが、対策の効果を大きく左右
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本県の取組状況

【第１の柱】 捕獲対策（つかまえる）の強化

R6R5R4
27,485頭29,138頭26,554頭ニホンジカ

450頭898頭419頭ツキノワグマ

【第２の柱】 被害防止対策（まもる）の強化

累計R6R5R4
1,415㎞65㎞101㎞120㎞

【第３の柱】 被害防止活動（よせつけない）の強化

追払い活動や放任果樹の伐採、鳥獣緩衝帯整備などの地域ぐるみの
被害防止活動を実施（R7は26市町村で実施）

【本県における捕獲頭数の推移】

【本県における国庫事業を活用した侵入防止柵※の設置状況】

対象:ニホンジカ、ツキノワグマ、イノシシ等

〇 地域ぐるみで実施する「鳥獣被害対策の３本柱」の取組を支援
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本県における野生鳥獣による農作物被害の状況
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本県の野生鳥獣による農作物被害額の推移
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ニホンジカ

〇 令和元年度から被害額は増加傾向となり、令和５年度は過去最大の約５億１千
万円となったものの、令和６年度は前年度から約１億円減少しました。

〇 積極的な捕獲活動や侵入防止柵整備等の被害防止対策の進展が、被害額減少の
要因の１つと考えています。

【単位:千円】
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クマ特別対策について

【出典】 農林水産省におけるクマ被害対策について（R7.11農林水産省） 5



令和７年度第５号補正予算における措置状況

〇 鳥獣被害防止総合対策事業費補助

市町村、協議会対象者

１ 農業現場における人身被害防止の徹底
・ 安全確保のためのクマスプレー導入等経費の支援

２ 人の生活圏への出没防止
・ 侵入防止柵の設置経費を支援
・ はこわなの購入や放任果樹の伐採経費等を支援

事業内容

〇 森林整備事業費補助

市町村、森林組合、林業事業体等対象者

１ 森林環境保全直接支援事業
・ 植栽、搬出、間伐等の森林施業等の支援

２ 特定機能回復事業
・ 花粉発生源となっている林分で行う伐採から造林
までの一貫作業、下草刈り等を支援
・ 野生鳥獣被害対策を実施する地域で行う林縁部に
おける雑草木の除去等による緩衝林帯の整備を支援

事業内容

鳥獣被害対策 6



「いわての森林づくり県民税」を活用した取組

〇 これまでの取組
・ 地域住民や団体等が主体的に取り組む里山林など
の森林整備活動等への支援

・ 市町村が行う野生動物の出没抑制を目的とした
緩衝帯の整備への支援（令和７年度～）

〇 令和８年度以降の新たな取組
クマ等の野生動物の人の生活圏への出没抑制のため、

移動経路となり得る河川内や、出没が見込まれる学校
周辺等の樹木・藪の刈払い等の環境整備を追加
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本県におけるジビエ利用の取組

〇 本県の現状
・ ４事業者がニホンジカ肉の
食肉加工を実施

・ うち２事業者が昨年12月に
稼働を開始

〇 推進に向けた県の取組
・ 放射性物質の影響による出荷
制限の一部解除に向けた適切な
管理・検査体制の構築や、食肉
処理施設の整備を支援

・ 県内外での実需者とのマッチ
ングによる販路拡大や、県内量
販店でのフェアへの出店による
認知度向上の取組を支援

株式会社meetme
（R7.12稼働）

岩泉町

遠野市

毘沙門商会合同会社
（R6.5稼働）

大槌町

MOMIJI株式会社
（R2.5稼働）

家子不動産開発株式
会社（R7.12稼働）
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